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　は

し
が
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
両
法
系
間
の
統
一
性
の
欠
如
は
、
今
日
の
海
上
運
送
に
お
い

　
パ
ル
ド
ゥ
シ
ュ
は
海
商
法
の
特
質
と
し
て
、
世
界
性
又
は
統
一
性
と
不
変
　
　
て
大
き
な
障
害
を
な
し
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
障
害
を
除
く
た
め
に
、
す
で

性
及
び
慣習
的
起
源
の
三
つ
を
あ
げ
、
そ
の
う
ち
統
一
性
こ
そ
は
海
商
法
の
　
　
に
幾
度
か
統
一
へ
の
努
力
が
試
み
ら
れ
て
来
た
が
、
未
だ
成
功
し
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

本
質
であ
る
と
主
張
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
状
で
あ
る
。

　し
か
し
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
割
合
運
送
賃
に
つ
い
て
は
、
大
陸
法
と
英
　
　
　
そ
こ
で
、
英
米
法
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
大
陸
法
と

米
法と
が
全
く
対
立
の
立
場
に
あ
っ
て
、
統
一
性
を
有
し
て
い
な
い
。
　
　
　
　
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
そ
の
意
義
は
大
陸
法
と
同
じ
か
ど
う
か
、
原
　
　
一

　
即ち
、
大
陸
法
で
は
原
則
と
し
て
割
合
運
送
賃
－
運
送
の
割
合
に
応
じ
て
　
　
則
と
し
て
認
め
な
い
に
し
て
も
例
外
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
認
め
ら
れ
る
　
臼

支
払
わ

れる
運
送
賃
1
を
認
め
て
い
る
が
、
英
米
法
で
は
原
則
的
に
こ
れ
を
　
　
か
、
更
に
特
約
で
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
、
等
重
要
と
思
わ
れ
る
問
　
　
一

認め
て
い
な
い
と
い
う
全
く
対
立
的
立
場
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
題
を
と
り
あ
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　も
と
も
と
、
海
上
運
送
契
約
が
請
負
契
約
の
一
種
で
あ
る
以
上
、
運
送
が
　
　
　
（
1
）
　
¶
o
江
霧
。
・
臣
S
・
呂
゜
○
ミ
災
ぱ
§
昏
卜
o
ぴ
ト
ミ
ミ
ぱ
§
o
胡
戸
◎
。
N
。
◎
“

完
喜
れ
な
い
限
り
運
送
賃
を
請
求
し
え
な
い
鋤
、
英
米
法
は
こ
の
請
負
の
法
　
　
二
叉

理を
護
に
つ
・
ぬ
い
て
、
運
送
が
完
了
・
れ
な
い
限
・
原
則
・
し
て
如
何
　
（
鎚
法
酬
麟
籠
霊
㌻
ハ
肇
㎜
唱
、
小
町
谷
操
三
．
運

な
る
運
送
賃
の
請
求
も
認
め
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
加
藤
正
治
『
海
法
研
究
』
二
巻
、
明
治
四
二
年
、
三
八
五
頁
、
小

　と
こ
ろ
が
、
運
送
に
よ
っ
て
荷
主
が
利
益
を
え
た
の
に
、
単
に
運
送
が
完
　
　
　
　
町
谷
操
三
『
海
法
研
究
』
一
巻
、
大
正
一
〇
年
、
三
六
〇
頁
、
同
四
巻
、

了さ
れ
な
い
と
い
理
由
で
、
そ
の
損
害
を
す
べ
て
運
送
人
に
負
担
せ
し
め
る
　
　
　
　
昭
和
八
年
、
四
三
頁
、
大
審
院
大
正
元
年
七
月
一
日
判
決
、
民
録
＋
九

こ
と
は
衡
平
の
観
念
に
反
す
る
。
常
に
海
上
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
海
上
　
　
　
　
輯
五
八
五
頁
。

運
送
に

お

い
て
は

特
に

そう
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
衡
平
の
観
念
よ
り
、
た
と
　
　
　
　
　
　
一
　
割
合
運
送
賃
の
変
遷

え
運
送
が
完
了
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
運
送
し
た
割
合
に
応
じ
て
運
送
賃
の
　
　
　
割
合
運
送
賃
O
吋
o
目
音
民
庄
o
q
ゲ
⇒
、
O
」
＠
■
o
N
⌒
冨
。
ひ
吟
“
晋
9
官
。
u
9
江
o
・

請
求を
認
め
よ
う
と
す
る
の
が
大
陸
法
の
立
場
で
あ
る
弓
）
　
　
　
　
　
　
　
　
目
。
r
怜
9
エ
o
象
゜
。
⇔
昌
・
②
は
世
界
最
古
の
海
事
法
で
あ
る
ロ
｜
ド
海
法
に



お

い
て
、
す
で
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
英
米
の
海
事
法
　
　
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

に

大き
な
影
響
を
与
え
た
オ
レ
ロ
ン
海
法
を
は
じ
め
と
し
て
、
コ
ン
ソ
ラ
ー
　
　
　
し
か
し
、
一
八
世
紀
末
マ
ソ
ス
フ
イ
ー
ル
ド
卿
が
従
来
の
商
慣
習
を
普
通

ト
・
デ
ル
．
了
レ
ー
、
；
ザ
嚢
、
ウ
イ
・
ビ
毒
法
、
・
ッ
テ
緩
法
の
中
に
と
り
入
れ
・
に
及
ん
℃
例
外
的
に
で
は
あ
・
が
割
合
運
送
賃
を

ム

海
法

等
古
代
及
び中
世
の
一
連
の
海
事
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
　
　
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
原
則
を
確
立
し
た
の
は
、
一
七
五
九
年
の
り

ぱ
顯
…
瀧
㌶
議
…
載
謡
詩
羅
緩
緯
譲
鑑
嶽
潔
漕
灘
ぽ
難

　
一
方
、
英
国
に
お
い
て
も
一
七
世
紀
迄
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
　
o
日
日
8
↑
p
司
o
S
む
D
β
）
と
し
て
の
海
事
法
を
継
受
し
、
独
立
後
も
申
絶
す

一
六

世
紀
以前
、
海
事
に
関
す
る
裁
判
は
海
港
都
市
に
あ
る
地
方
裁
判
所
　
　
る
こ
と
な
く
、
割
合
運
送
賃
に
つ
い
て
同
じ
原
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

（
一

。
。
①
一
。
。
ロ
・
。
）
で
行
わ
れ
、
そ
こ
で
の
裁
判
笑
部
分
オ
レ
．
遥
法
に
　
上
述
し
た
よ
う
な
変
竃
へ
て
、
今
臭
陸
法
と
英
米
法
と
は
対
立
し
た

も
と
つ
い
て
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
割
合
運
送
賃
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
際
性
の
強
い
海
上
運
送
に
お
い
て

　し
か
し
、
　
一
六
世
紀
の
は
じ
め
か
ら
海
事
裁
判
所
（
○
。
ロ
詳
o
吟
》
烏
日
一
叶
，
　
　
大
き
な
障
害
で
あ
る
。
こ
の
障
害
を
除
去
す
る
た
め
に
、
す
で
に
一
八
六
五
　
　
一

巴
晴
）
が
、
商
業
的
発
展
に
よ
っ
て
自
然
に
そ
の
重
要
性
と
管
轄
権
を
増
大
　
　
年
の
シ
エ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
一
八
八
〇
年
の
ベ
ル
リ
ン
、
一
八
八
五
年
の
ア
ン
　
6
4

し
、
こ
の
地
方
裁
判
所
の
管
轄
権
を
も
次
第
に
奪
い
、
遂
に
は
こ
れ
に
代
っ
　
　
ト
ワ
ー
プ
に
お
け
る
国
際
法
会
議
の
決
議
及
び
国
際
海
法
会
の
一
九
一
一
年
　
　
一

て

海
事
事
件を
裁
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
パ
リ
ー
会
議
に
お
け
る
条
約
案
の
決
議
等
、
し
ば
し
ば
統
一
が
企
て
ら
れ

海
羅
竃
蕊
瞳
造
、
上
述
の
蓮
の
海
事
法
を
英
国
籔
竃
鷲
霞
鷲
謹
決
議
の
傾
向
と
し
て
は
、
割

　と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
海
事
裁
判
所
の
管
轄
権
の
拡
大
は
、
普
通
法
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
1
）
　
呂
①
o
言
o
匡
自
ロ
O
“
〉
『
、
、
o
凝
竃
o
さ
　
、
〉
○
　
↑
☆
さ
叉
ミ
、
、
？

判
所

（○
◎
自
⇔
o
S
O
◎
目
日
o
ロ
↑
自
笥
）
の
反
感
を
か
い
、
今
度
は
普
通
法
裁
　
　
　
　
言
ミ
ぴ
“
§
S
り
戸
認
N
“
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°
9
‘
m
ふ
Φ
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》
ず
ぴ
o
口
⇔
、
』
『
、
§
亨

判
所
に
そ

の

管
轄権
を
奪
わ
れ
る
結
果
と
な
り
、
一
七
世
紀
に
は
、
海
事
裁
　
　
　
　
竃
叉
さ
、
卜
o
e
肉
ミ
ミ
画
§
き
ミ
、
、
き
§
s
防
ミ
、
o
是
閲
§
§
§
“

判所
の
管
轄
権
は
純
粋
の
海
事
事
件
ー
海
難
救
助
、
船
舶
衝
突
事
件
等
ー
に
　
　
　
　
戸
O
自
ら
・
や
虞
・

限書
れ
て
し
ま
・
な
6
、
　
　
　
　
　
　
霞
鴎
竃
軍
法
で
あ
る
回
船
式
目
に
お
い
て
も
割
合
豊
賃
を

　こ
の
よ
う
に
し
て
、
海
事
事
件
の
大
部
分
は
普
通
法
裁
判
所
の
管
轄
す
る
　
　
　
　
住
田
正
一
『
目
本
海
法
史
』
昭
和
二
年
、
五
六
－
五
八
頁
、
　
『
海
事
史

と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
こ
で
は
厳
格
な
普
通
法
（
δ
σ
目
目
O
口
　
↑
自
司
）
が
適
用
　
　
　
　
料
叢
書
』
昭
和
四
年
、
　
一
巻
、
三
六
ー
四
六
頁
。

さ
れ
厳
格
な
請
負
の
法
理
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
な
い
割
合
運
送
賃
が
否
定
　
　
　
（
2
）
　
フ
ラ
ン
ス
商
法
二
九
六
、
三
〇
三
条
。



　
（
3
）
　
ド
イ
ッ
商
法
六
三
〇
、
六
三
一
、
六
三
四
条
、
ス
ヵ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
　
　
荷
を
運
送
し
、
そ
こ
で
引
渡
し
の
準
備
を
涜
5
7
し
た
と
き
に
運
送
賃
請
求
権

　
　
ヤ

海
商

法
＝
ハ
四
条
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
法
五
五
六
条
、
ス
ペ
イ
ン
商
法
　
　
が
生
じ
、
現
実
の
取
渡
し
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
も
船
荷
が
海
上
危
険
に

　
　六
八
八条
、
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
海
商
法
六
六
条
、
ヵ
ナ
ダ
、
・
ぺ
。
ク
州
　
よ
・
て
損
害
を
受
け
て
到
着
し
た
場
合
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
竃

眠
麗
竪
㌶
鷺
謡
聾
註
⊂
ハ
弄
繋
法
・
れ
に
反
・
、
運
送
人
が
船
蓼
陸
揚
竃
送
・
な
か
・
違
唯
は
、

（4
）
臣
雪
。
旨
苛
♪
』
襲
・
ミ
叉
冒
§
↑
§
・
目
ふ
・
た
と
．
逐
濃
因
が
船
張
）
の
支
配
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
然
の
作
用
、
敵

　　
く
。
一
も
□
8
“
電
・
嵩
O
山
日
…
零
ロ
象
9
国
・
P
』
ミ
、
ミ
§
e
ミ
さ
　
　
国
の
干
渉
、
政
府
の
命
令
で
あ
っ
て
も
、
運
送
賃
の
如
何
な
る
部
分
も
請
求

　　
☆
N
曼
．
戸
O
N
ぷ
ぐ
9
H
。
卓
お
研
ー
謹
①
…
ω
O
「
恥
o
q
已
。
o
且
国
。
旬
y
O
自
、
賜
　
　
で
き
な
い
。

（烈
．
民
゜
嚢
誌
冷
竃
駐
鑓
づ
ド
曽
　
　
　
こ
こ
で
問
題
に
な
・
の
は
前
払
運
送
ξ
§
・
エ
・
・
・
…
ず
・
）
の
場
合
で

　
（
6
）
　
出
゜
ロ
合
6
ひ
ぐ
o
庁
担
？
や
9
引
ω
弓
「
①
西
ロ
o
自
命
国
雷
ぎ
や
ト
　
　
　
　
あ
る
。
英
法
で
は
運
送
人
の
過
失
な
く
航
海
の
完
了
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
、

　
（
7
）
　
サ
ー
・
ヘ
ン
リ
・
ス
レ
ッ
サ
著
、
湯
浅
恭
三
訳
『
英
法
概
論
』
昭
　
　
運
送
人
は
、
す
で
に
受
領
し
た
前
払
運
送
賃
を
反
還
す
る
義
務
は
な
く
、
未

　
　
竺
四
年
、
一
七
⊥
合
、
・
・
f
・
・
ト
著
、
伊
璽
己
訳
『
イ
蔓
領
し
て
い
な
い
前
払
運
送
賃
は
ヨ
泉
す
る
こ
と
が
で
き
岩
）
船
蓼
喪

（隅
露
露
和
㍑
諺
㌔
逝
較
。
㍉
“
き
§
量
失
・
蕩
合
・
同
・
・
と
が
い
・
蕊
　
　
　
　
一

　
　導。

q
ミ
竃
心
句
e
S
㍉
O
ω
O
“
∨
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
米
法
で
は
、
前
払
運
送
賃
の
場
合
で
さ
え
も
、
運
送
賃
は
　
6
5

　
（
9
）
　
切
。
ロ
島
9
“
＜
o
T
】
“
8
°
や
8
・
。
。
b
。
O
…
⑩
唱
自
餌
ロ
o
①
註
国
。
巴
子
　
　
船
荷
の
引
渡
し
の
準
備
の
完
了
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
い
う
原
則
に
し
た
が
っ
　
一

　
　唱
・
切
，
。
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
お
り
、
た
と
え
如
何
な
る
理
由
が
あ
る
に
せ
よ
、
運
送
が
完
了
し
な
い
限

（

弐
㌔
藁
鵠
茎
詫
↑
二
四
丁
三
四
七
頁
、
『
法
議
会
き
り
、
そ
の
支
払
藷
求
す
・
正
当
な
約
因
（
9
曇
・
曇
8
）
が
存
在
・
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
いと
し
て
、
運
送
賃
人
は
そ
の
支
払
を
請
求
で
き
な
い
し
、
す
で
に
受
領
し

　
　
　
　二

　割
合
運
送賃
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
と
き
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
賑
％
）

　割
合
運
送賃
の
意
義
を
明
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
英
米
法
に
お
け
　
　
　
し
か
し
、
前
払
運
送
賃
は
返
還
し
な
い
と
す
る
特
約
は
、
運
送
人
に
過
失

る
運
送
賃
の
意
義
を
明
か
に
し
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
と
　
　
が
な
い
限
り
有
効
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
特
約
が
あ
れ
ば
返
還
す
る
必

す

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要
は
な
い
輪
．

英
米
法
に

お

いて
、
運
送
賃
（
⌒
・
。
」
・
，
9
と
い
う
の
は
、
船
鍵
よ
る
船
　
こ
の
よ
う
に
、
英
米
法
の
一
般
原
則
は
、
陸
揚
港
に
船
荷
を
運
送
し
た
場

荷
の
運
送
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
報
酬
（
吋
6
出
ロ
ロ
旨
⑦
『
口
冒
O
口
）
で
あ
る
。
一
般
　
　
合
に
の
み
運
送
賃
の
請
求
を
認
め
、
そ
れ
以
外
、
運
送
賃
の
如
何
な
る
部
分

原
則と
し
て
、
運
送
人
の
運
送
賃
請
求
権
は
陸
揚
港
（
ユ
霧
江
9
｛
ざ
巳
　
に
船
　
　
の
請
求
、
即
ち
割
合
運
送
賃
の
請
求
を
も
認
め
な
い
。

荷
を
運
送
し
た
と
き
に
の
み
生
ず
る
。
更
に
正
確
に
い
え
ば
、
目
的
港
に
船
　
　
　
た
だ
例
外
的
に
、
そ
の
運
送
さ
れ
た
部
分
に
対
し
運
送
賃
を
支
払
う
と
い



う
こ
と
の
明
示
的
又
は
黙
示
的
の
新
し
い
契
約
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
　
　
　
（
7
）
　
受
領
の
場
合
、
切
∨
丙
R
＜
・
留
ぽ
陪
s
（
ド
Q
。
己
）
い
痴
゜
Φ
国
×
°
」

割
合
運誓
の
請
求
が
認
め
・
れ
る
．
　
　
　
　
　
が
騨
場
合
・
9
§
膓
…
弓
∨
匡
ξ
8
臣

　そ

れ
故に
、
英
米
法
に
お
い
て
割
合
運
送
賃
と
い
う
報
酬
は
、
大
陸
法
に
　
　
　
（
8
）
　
Ω
＜
巳
o
力
2
蕊
8
0
◎
6
勺
ω
o
°
＃
°
∨
φ
O
o
ロ
2
巴
ω
ロ
O
o
二
〔
H
8
°
°
〕

おけ
る
よ
う
な
、
最
初
の
契
約
の
部
分
的
完
了
に
対
し
て
、
衡
平
の
観
念
よ
　
　
　
　
N
民
゜
国
゜
謡
O
…
0
2
話
さ
唱
゜
ω
⑮
。
」
“
甲
゜
。
N
Φ
…
図
o
窪
匿
o
P
喝
◆
8
ρ

り
、
そ
の
運
送
の
割
合
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
報
酬
で
は
な
く
て
、
新
し
い
　
　
　
　
こ
‘
の
点
日
本
商
法
（
七
六
六
、
五
七
六
条
）
、
　
フ
ラ
ン
ス
商
法
（
三
〇

契纏
霧
難
鷺
難
蒜
肱
只
に
あ
る
場
飴
・
（
竃
議
撰
震
…
顯
聾
露

又
は

船
舶
が
損
害を
受
け
他
の
船
舶
に
よ
っ
て
船
荷
を
陸
揚
港
に
運
送
し
た
　
　
　
　
ω
o
。
切
引
笥
」
宗
ω
8
ロ
o
力
“
』
吋
ミ
o
書
o
§
s
意
卜
o
建
叉
8
ミ
§
☆
ひ

場合
・
ほ
受
び
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積
の
後
申
間
港
（
｛
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・
°
§
⑦
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・
§
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戸
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ω
⑨
旦
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；
ω
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男
。
げ
§
P
葛
8
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渡
し
竃
求
す
・
場
倉
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豊
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縞
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で
　
ハ
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⊇
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．
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戸
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Φ
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や
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＜
⑦
び
U
°

　
　＜
o
一
゜
］
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飴
H
＜
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Φ
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o
o
◎
O
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o
o
戸
O
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、
Ω
o
ロ
匹
o
忌
±
　
＜
°
司
ロ
鼻
o
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目
①
ロ
（
H
◎
o
認
）
嵩
】
］
畏
σ
゜
戸
忠
゜
　
　
　
　
　
　
　
米
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O
＃
＜
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吋
日
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a
①
ロ
o
帥
o
⇒
①
㌍
＜
°
笥
自
器
ロ
一
g
ロ
目
p
　
ロ
8
0
◎
こ
O
°

　
　日
本
商
法
で
は
荷
受
人
に
引
渡
し
た
か
、
又
は
供
託
を
な
し
た
と
き
に
　
　
　
　
O
°
§
ω
゜
り
゜
戸
塞
”
ぽ
合
ロ
ω
o
ロ
、
亨
切
Q
。
S

　
　
生
ずる
（
七
五
二
、
　
七
五
四
条
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
英
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∀
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　日
本
商
法
で
は
発
航
前
に
は
半
額
、
発
航
後
に
は
全
額
と
附
随
費
用
の
　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
は
『
船
荷
の
二
分
の
一
は
救
助
料
の
支
払
に
よ
っ

　
　
支
払を
要
す
（
七
四
五
、
七
四
七
条
）
。
同
旨
、
ド
イ
ツ
商
法
（
五
八

　
　
〇条
）
。
　
フ
ラ
ン
ス
商
法
は
航
海
中
に
お
い
て
は
全
額
と
附
随
費
用
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　支
払
を
要
す
と
す
る
（
二
九
三
条
）
。
同
旨
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
海
商
法
（
四
　
　
　
　
ピ
ル
莞
　
　
　
　
　
　
鴎
w
　
5

九
条

フ

ァ

ー
ド
港
に
連
行
さ
れ
た
。
ラ
イ
ド
は
英
船
か
ら
魚
を
受
取
り
、
救
助
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ュ
｜
フ
ァ
ゥ
ぎ
フ
ン
ド

を
一
キ
ン
タ
ル
に
つ
き
五
シ
リ
ン
グ
支
払
っ
た
。
当
時
魚
の
価
格
は
一
キ
ン
　
　
で
絶
対
的
に
失
わ
れ
た
と
考
え
て
、
残
余
の
二
分
の
一
の
船
荷
に
つ
い
て
は

タ
ル
一
〇
シ
リ
ン
グ
と
評
価
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
イ
ド
は
魚
を
高
く
売
　
　
運
送
賃
を
請
求
で
き
る
。
そ
の
額
は
掌
捕
が
な
か
っ
た
場
合
に
航
海
を
完
了

却し
よ
う
と
考
え
、
ビ
デ
フ
ア
ー
ド
で
売
却
せ
ず
、
ス
ペ
イ
ン
の
ビ
ル
バ
オ
　
　
す
る
に
要
す
る
日
数
た
る
一
二
日
間
に
対
し
、
実
際
航
海
し
た
る
日
数
た
る

迄
運
送し
て
売
却
し
た
が
、
一
キ
ン
タ
ル
に
つ
き
五
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
に
　
　
一
七
日
間
の
割
合
、
即
ち
、
一
五
〇
ポ
ン
ド
の
半
分
で
あ
る
七
五
ポ
ン
ド
の

し
か
売
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
原
価
と
救
助
料
の
総
和
の
三
分
の
∴
よ
り
小
　
　
二
一
分
の
一
七
に
相
当
す
る
六
〇
ポ
ン
ド
一
四
シ
リ
ン
グ
で
あ
る
』
と
判
決

であ
っ
た
。
し
か
も
、
ビ
デ
フ
ァ
ー
ド
か
ら
リ
ス
ボ
ン
迄
の
運
送
賃
が
、
二
　
　
し
た
。

ユ

ー
フ
ァ
ゥ
ン
ド
ラ
ン
ド
か
ら
リ
ス
ボ
ン
迄
の
運
送
賃
よ
り
高
く
つ
く
こ
と
　
　
　
こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
は
次
の
よ
う
な
意
見
を
の

が
わか
っ
て
い
た
の
で
、
リ
ユ
ク
は
魚
を
リ
ス
ボ
ソ
に
運
送
す
る
こ
と
を
申
　
　
べ
て
い
る
。
　
『
航
海
に
お
い
て
船
舶
が
船
長
の
過
失
な
く
し
て
偶
然
に
航
行

出
な
か
っ
た
。
又
ラ
イ
ド
も
そ
う
す
る
こ
と
を
要
求
し
な
か
っ
た
。
』
　
こ
の
　
　
不
能
に
な
っ
た
場
合
、
船
長
は
二
つ
の
選
択
権
を
有
す
る
。
一
つ
は
相
当
な

よ
う
な
事
情
の
下
に
リ
ユ
ク
は
運
送
賃
請
求
の
訴
訟
を
起
し
た
。
　
　
　
　
　
　
期
間
（
H
6
①
，
I
O
口
書
一
〇
　
　
吟
戸
白
ロ
O
）
内
に
船
舶
を
修
理
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
は
、



そ
れ
が

不
可能
な
場
合
、
他
の
船
舶
を
傭
船
し
て
陸
揚
港
に
船
荷
を
運
送
す
　
　
に
し
て
普
通
法
の
中
に
と
り
入
れ
る
か
に
あ
っ
た
。

る
こ
と
で
あ
る
。
荷
主
が
こ
れ
に
同
意
し
な
い
な
ら
ば
、
船
長
は
運
送
賃
全
　
　
　
（
註
）
　
↑
鼻
⑳
苦
や
見
⑦
（
」
胡
巴
N
田
葺
叶
゜
◎
。
Q
◎
N
‥
○
自
§
“
∨
◎
。
8
…

額を
請
求
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
ゃ
ロ
苔
庄
噌
タ
O
目
事
件
に
　
　
　
　
》
げ
『
芸
毛
・
已
。
。
，
や
N
ご
呂
①
。
言
。
冨
P
博
朝
9
°

お

い
て貴
族
院
（
国
O
口
ω
O
O
（
　
】
い
◎
叶
工
o
o
）
で
確
立
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
で
は
船
長
の
如
何
な
る
過
失
も
な
圭
捕
さ
れ
・
更
に
奪
還
さ
　
　
四
割
合
運
送
賃
請
求
権
の
成
妾
件

れた
。
し
か
も
、
荷
主
は
船
荷
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
受
取
り
、
船
長
に
陸
　
　
　
割
合
運
送
賃
を
請
求
し
う
る
た
め
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
運
送

揚
港
た
る
リ
ス
ボ
ン
へ
船
荷
を
運
送
す
る
こ
と
を
要
求
し
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
さ
れ
た
部
分
に
対
し
運
送
賃
を
支
払
う
と
い
う
明
示
的
又
は
黙
示
的
の
新
し

　
一
方
、
船
長
は
自
己
の
船
舶
が
航
行
不
能
と
な
り
、
更
に
保
険
委
付
せ
ら
　
　
い
契
約
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
運
送
人
が
こ
の
新
し

れ
た

の
で
、
自
己
の
船
舶
で
運
送
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
方
、
運
送
賃
に
　
　
い
契
約
の
成
立
を
立
証
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
、
割
合
運
送
賃
を
請
求
し
え

つ
いて
、
ビ
デ
フ
ア
ー
ド
か
ら
リ
ス
ボ
ン
迄
の
方
が
、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ウ
ン
ド
　
　
な
い
。

ラ

ン
ド
か
ら
リ
ス
ボ
ン
迄
よ
り
も
高
い
の
で
、
他
の
船
舶
を
傭
船
す
る
こ
と
　
　
　
し
か
し
、
一
股
的
に
は
船
舶
が
航
海
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ

を
の
ぞ
ま
な
か
っ
た
。
船
荷
は
荷
主
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
ず
、
奪
還
者
た
る
　
　
て
、
中
間
港
に
お
い
て
荷
主
が
船
荷
を
自
発
的
に
受
取
っ
た
場
合
に
は
、
そ
　
　
一

英船
か
ら
受
取
ら
れ
た
故
に
、
運
送
賃
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
か
　
　
れ
迄
の
運
送
に
対
し
て
運
送
賃
を
支
払
う
と
い
う
黙
示
的
の
新
し
い
契
約
が
　
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

であ
る
。
問
題
は
如
何
な
る
運
送
賃
を
支
払
う
べ
き
や
で
あ
る
。
そ
れ
の
答
　
　
成
立
す
る
と
認
定
せ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

え
は
、
比
例
的
運
送
賃
（
日
需
自
ず
］
。
守
6
」
σ
Q
窪
）
、
即
ち
、
割
合
運
送
賃
を
支
　
　
　
法
は
荷
主
の
自
発
的
受
取
（
＜
。
宮
ロ
宮
q
旬
8
8
音
ロ
8
）
に
よ
っ
て
、
荷

払う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
が
船
荷
を
更
に
運
送
す
る
こ
と
を
故
意
に
中
止
し
、
し
か
も
そ
の
運
送
に

　こ
の
事
件
に
お
い
て
救
助
料
と
し
た
船
荷
の
半
分
は
、
失
わ
れ
た
と
す
る
　
　
よ
り
利
益
を
う
け
た
も
の
と
推
定
し
、
運
送
人
の
報
酬
の
た
め
の
契
約
が
含

の
が

道
理
に

合
致
す
る
。
事
件
の
起
っ
た
の
は
一
七
日
聞
航
海
を
つ
づ
け
て
　
　
ま
れ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

陸
揚
港
に

後
四日
で
到
着
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
船
荷
の
　
　
　
し
か
し
、
自
発
的
受
取
り
に
よ
っ
て
新
し
い
契
約
が
成
立
す
る
と
す
る
こ

半
分
に

対
する
全
航
海
の
こ
一
分
の
一
七
の
部
分
の
運
送
を
支
払
う
べ
き
で
　
　
の
原
則
は
、
そ
の
理
論
に
お
い
て
合
理
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
事
実
な
さ
れ

あ
る
。
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
受
取
り
が
自
発
的
受
取
り
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
自
体
容
易

　こ
の
よ
う
に
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
は
、
荷
主
が
船
荷
を
受
取
っ
た
と
　
　
な
こ
と
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
実
際
の
適
用
は
困
難
で
あ
る
。

いう
事
実
に
も
と
つ
い
て
、
運
送
さ
れ
た
部
分
に
対
し
運
送
賃
を
支
払
う
と
　
　
　
そ
こ
で
、
最
近
米
国
で
は
衡
平
が
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
原
則
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゥ
ニ

いう
新
な
契
約
が
黙
示
的
に
な
さ
れ
た
と
認
定
し
、
こ
れ
に
明
示
的
契
約
と
　
　
各
事
件
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
に
あ
る
。

同じ
効
力
を
与
え
た
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
従
来
の
商
慣
習
を
如
何
　
　
　
以
下
各
場
合
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
割
合
運
送
賃
の
請
求
を
認



め
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
の
売
却
命
令
⑤
刈
合
H
o
h
。
・
巴
o
）
に
よ
っ
て
船
長

　
（
1
）
　
リ
ユ
ク
対
ラ
イ
ド
事
件
の
原
則
が
確
立
さ
れ
た
当
初
に
お
い
て
は
、
　
の
運
送
す
る
か
、
積
換
す
る
か
の
選
択
権
が
拘
束
さ
れ
、
し
か
も
荷
主
が
裁

　
　
荷
主
が
中間
港
で
船
荷
を
受
取
れ
ば
、
そ
れ
が
自
発
的
で
あ
っ
た
か
ど
　
　
判
所
か
ら
通
知
を
う
け
売
却
を
承
認
し
た
場
合
に
は
、
英
法
で
は
割
合
運
送

鰻
パ
ぷ
賢
螺
譲
語
藁
憲
め
て
い
た
．
d
巳
．
。
工
冒
萎
峯
認
め
・
が
、
米
法
で
は
認
め
な
覧

　
　し

か
し
今
日
で
は
受
取
り
は
自
発
的
で
あ
る
こ
と
を
要
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
英
、
》
ロ
・
。
☆
巴
飴
。
。
富
ロ
ω
冨
襲
目
ロ
釦
子
　
0
◎
ご
子
　
冨
o
器
。
。
（
戸
o
o
や
N
）

　
　英
、
O
毛
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ロ
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麿
ざ
切
H
庄
言
目
ぬ
H
図
o
ぴ
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N
°
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ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
や
国
・
図
・
N
⑩
c
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引
O
曽
ぐ
o
び
∨
合
O
・
日
本
商
法
（
七
一
一
一
条
）
。

　
　米
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江
已
巨
く
°
国
①
降
・
昌
漣
7
ば
ω
O
Φ
い
因
o
宮
5
0
昌
、
宇
O
°
。
°
。
い
勺
③
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（
2
）
　
英
、
閲
還
目
6
＜
・
］
W
o
ロ
合
9
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戸
。
。
ふ
戸
）
戸
O
や
・
臼
・
国
・
O
（
2
0
0
）
培
や
“

　
　目
。
霧
“
く
゜
㌍
目
“
亨
ば
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
ぎ
Φ
ず
日
o
q
。
国
・
田
“
辻
ヘ
ミ
ミ
㌻
・
卜
網
匙
b
ミ
隻
叉
防
“
芯
さ
∋

（2
）
留
。
吟
；
ピ
⌒
葺
ご
゜
ぎ
8
Φ
蔦
§
°
9
唱
゜
§
・
H
。
°
。
°
　
　
亀
・
び
戸
。
。
。
。
。
・
亨
§
・
日
本
商
法
（
圭
五
条
）
、
オ
ラ
ン
ダ
商
法

　
　こ
の
事
件
で
は
船
舶
が
損
害
を
う
け
て
船
積
港
に
か
え
っ
て
き
た
の
に
　
　
　
　
　
（
四
八
〇
条
）
。

　
　
対し
割
合
運
送
賃
の
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
船
荷
の
価
値
を
救
う
た
め
売
却
し
た
場
合
、
英
、
≦
o
月
官
δ
日
く
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

O
●
餌
ぱ
日
釦
ロ
（
目
置
）
戸
ω
旨
◆
鱒
笥
゜
N
ω
◎
“
ず
o
ざ
く
o
庁
目
∨
　
や
ω
ピ
N
“

　　　　
囚

申
間
港
に
お
い
一
L
船
長
が
船
荷
を
請
し
た
場
合
　
　
囎
齪
麟
鵠
売
却
し
曇
・
『
；
国
…
ー
（
」
°
・
“
Φ
二

　
船長
は
船
荷
の
価
値
を
救
う
た
め
に
必
要
な
場
合
、
叉
は
航
海
の
完
了
の
　
　
　
　
杏
切
↑
臼
：
O
O
°
ω
ミ
…
》
ず
ぎ
｛
♂
唱
゜
や
ω
朝
も
O
や
…
O
脚
署
o
吋
り
唱
㍉
o
。
恕
・
o
。
N
P
　
6
9

た
め
に
船
舶
の
修
理
資
金
を
調
達
す
る
場
合
に
せ
・
）
船
荷
を
売
却
す
る
権
限
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
商
法
は
、
食
料
修
繕
及
び
其
他
船
舶
の
急
迫
せ
る
必
需
品
の
　
　
［

暮
す
・
。
船
長
が
・
の
贋
に
・
と
つ
い
て
船
璽
売
却
す
・
場
A
・
に
、
　
⊇
謬
誌
嬬
『
鷲
箪
く
唖
鷲
葵
詣
短
籠

割合
運
送
賃
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
荷
主
が
そ
の
中
間
港
に
お
　
　
　
　
法
（
一
一
二
条
）
、
　
ド
イ
ツ
商
法
（
六
一
一
条
）
、
　
ケ
州
民
商
統
一
法

い
て

船
荷を
受
取
る
か
更
に
運
送
す
る
か
の
選
択
権
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
　
　
　
　
　
（
二
四
四
九
条
）
。
　
日
本
商
法
は
修
繕
費
救
助
料
其
他
航
海
を
継
続
す

なら
な
い
。
法
が
自
発
的
受
取
に
よ
っ
て
、
更
に
運
送
す
る
こ
と
を
故
意
に
　
　
　
　
る
に
必
要
な
費
用
を
う
る
た
め
売
却
さ
れ
た
場
合
に
は
、
蓮
送
賃
全
額

中
止
し
た
・
き
す
・
以
上
、
そ
の
前
提
・
し
て
船
蓼
叢
・
か
、
更
に
（
の
請
求
を
認
め
る
（
七
六
四
、
七
一
4
）
英
、
円
冨
む
D
。
庁
目
富
ロ
（
戸
象
O
）
蒔
話
ジ
駕
蓼
P
§

運
送
する
か
の
選
択
権
を
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
　
　
　
　
雫
戸
゜
。
O
…
》
ひ
ぎ
宍
窄
品
N

　こ
の
よ
う
な
選
択
権
を
荷
主
が
有
す
る
た
め
の
第
一
要
件
は
、
船
長
が
船
　
　
　
　
米
、
円
ロ
o
更
貯
餌
ド
甘
6
・
。
（
戸
O
忠
）
H
8
d
・
ω
・
口
Φ
・

荷
を
売
却
す
る
場
合
に
荷
主
に
そ
の
通
知
を
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

・

て
・
た
と
え
船
長
の
売
却
が
適
法
で
あ
り
・
荷
主
が
か
三
て
利
益
を
う
　
　
θ
船
舶
を
海
上
に
藁
し
た
場
A
口

け
た
と
し
て
も
、
船
長
が
荷
主
へ
売
却
の
通
知
を
な
さ
ず
に
船
荷
を
売
却
し
　
　
　
船
舶
が
航
海
上
遭
難
し
、
船
長
と
船
員
が
船
舶
に
復
帰
す
る
意
思
な
く
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

た
場
合
に
は
、
割
合
運
送
賃
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舶
を
海
上
に
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
荷
主
は
運
送
契
約
が
放
棄
さ
れ
た
も
の



と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
船
舶
が
救
助
者
に
　
　
　
　
難
船
の
後
船
長
の
命
令
の
下
に
、
叉
は
船
長
に
よ
っ
て
船
荷
が
救
助
さ

よ
っ
て
陸
揚
港
に
連
行
さ
れ
て
き
て
も
、
荷
主
は
運
送
賃
全
額
は
勿
論
の
こ
　
　
　
　
れ
た
場
合
に
割
合
運
送
賃
の
請
求
を
認
め
る
立
法
例
と
し
て
は
、
オ
ラ

・
、
割
合
豊
賃
の
支
払
・
な
と
船
荷
の
引
渡
し
を
ヨ
贈
求
・
記
．
　
計
㌶
娠
験
聾
は
膨
戴
野
雛
綜
顯
籠
熟

　こ
れ
に
反
し
、
　
一
部
の
船
員
で
も
船
舶
に
残
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
運
送
　
　
　
　
の
請
求
を
認
め
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
（
三
〇
三
条
）
、
　
ド
イ
ツ
商

契
約を
終
了
せ
し
め
る
よ
う
な
船
舶
の
放
棄
は
な
い
と
し
て
荷
主
の
受
取
り
　
　
　
　
法
（
六
三
〇
条
）
。
　
船
長
の
参
加
の
な
い
場
合
割
合
運
送
賃
の
請
求
を

にも
と
つ
い
て
割
合
運
送
賃
の
請
求
を
認
め
ゲ
己
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
認
な
い
の
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
法
（
五
三
一
条
）
。
　
こ
の
点
日
本
商
法
は
、

こ
こ
で
問
題
に
な
・
の
は
、
荷
主
が
契
約
終
了
・
し
て
毒
・
前
に
、
運
　
議
離
れ
蓑
竃
麓
望
竃
注
…
唖
贈
望

送
人
によ
っ
て
船
舶
と
船
荷
が
確
保
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
何
　
　
　
　
四
、
七
六
〇
条
）
。

ら
か
の
新
し
い
契
約
が
な
く
て
、
も
と
の
契
約
が
効
力
を
有
し
て
い
る
と
主

張
でき
る
か
ど
う
か
は
・
現
在
迄
未
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
．
“
↑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
目
的
港
が
封
鎖
さ
れ
た
場
合

　
（
1
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英
、
弓
●
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昌
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（
」
。
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O
凹
品
ピ
・
司
・
Φ
N
戸
…
》
ず
ぎ
⇔
計
O
・
や
鵠
引
　
　
　
陸
揚
港
が
自
然
の
障
害
又
は
戦
争
に
よ
っ
て
封
鎖
さ
れ
た
場
ム
ロ
、
前
者
に

裡
．諒
゜
露
ω
騨
（
曇
墓
5
ξ
『
“
慧
ぷ
つ
い
て
は
、
斥
的
讐
で
あ
・
・
し
て
、
た
・
え
墾
に
到
着
し
ス
渥
↑
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…
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。
豆
g
。
p
や
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切
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。
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碧
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ロ
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Φ
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た
場
合
に
割
合
運
送
賃
の
請
求
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
、
未
だ
確
立
さ
れ
て

　
（
3
）
O
㏄
内
く
6
♪
唄
。
。
声
S
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
い
巧
）
陸
揚
港
に
船
荷
を
運
送
す
る
場
合
、
船
長
の
義
務
は
も
し
陸
揚
港

　
　
　
　◎

船
舶
が

沈
没
し
蕩
合
　
　
　
　
　
　
に
到
着
す
る
。
と
が
．
氷
久
的
に
讐
さ
れ
て
い
る
か
、
或
は
そ
れ
が
不
合
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

期間
（
ζ
目
吟
O
自
ω
O
口
①
げ
一
〇
　
畠
出
ロ
O
）
存
続
す
る
よ
う
な
障
害
の
あ
る
と
き
に

　
船
舶
は

沈
没し
た
が
、
船
荷
は
救
助
き
れ
て
、
船
長
が
た
だ
ち
に
こ
の
こ
　
　
は
安
全
に
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
陸
揚
港
に
近
い
港
（
ω
゜
目
゜
昌
昏
゜
苫
δ

と
を
荷
主
に
通
知
し
、
救
助
さ
れ
た
船
荷
を
陸
揚
港
に
運
送
す
る
た
め
に
他
　
　
器
書
゜
6
①
ロ
c
。
自
h
。
■
σ
Q
9
）
に
到
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
航
海
に

の

船
舶を
準
備
す
る
と
告
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
荷
主
が
船
荷
を
受
取
っ
　
　
お
い
て
予
期
き
れ
た
一
時
的
障
害
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
除
去
さ
れ
る

た

場
歪
は
、
自
発
的
叢
り
で
あ
る
と
し
て
割
合
運
養
の
請
求
が
認
め
迄
ま
ち
、
陸
揚
港
に
船
蓼
運
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
蜜

ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
英
、
］
≦
o
言
巴
㌦
o
子
國
芸
①
ロ
ロ
■
一
吋
o
ロ
笥
o
済
0
9
“
（
誌
や
や
）
H

　

（1
）
　
ド
已
吟
≦
室
σ
q
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＜
°
O
「
q
】
声
や
器
゜
出
゜
↑
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O
p
コ
o
さ
唱
、
◎
o
N
O
・
o
o
N
戸
∨
　
　
　
　
　
◎
°
㊦
゜
O
°
O
】
°
●
o
…
〉
ひ
ゲ
o
陣
、
　
唱
゜
や
●
o
㊤
－
や
ト
ω
い
O
①
叶
く
6
さ
唱
゜
O
O
N
・
O
O
ω
゜

　
　》
ぴ
ぴ
o
芸
　
8
°
葺
㎝
－
や
↑
O
…
ζ
①
。
げ
釦
巳
豊
ロ
“
8
・
切
ω
戸
－
切
㏄
礼
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
認
め
た
判
例
、
英
、
司
『
●
弓
o
暮
o
巳
①
（
戸
Q
。
品
）
8
司
゜
図
゜
毬
戸
…



　
　
認
め

な

か
っ

た

判例
、
英
、
O
自
吟
色
く
°
弓
器
6
ゲ
目
餌
ロ
↑
O
餌
ず
゜
昏
国
声
戸
゜
　
　
　
（
4
）
　
英
、
O
汀
」
ω
せ
く
°
男
o
妻
（
戸
◎
。
O
◎
。
）
】
－
弓
飴
c
ロ
⇔
°
ω
8
…
》
ず
ぴ
o
⇔
せ

　　
N
や
Φ
W
O
餌
目
く
⑦
さ
勺
゜
O
◎
o
S
や
O
O
o
o
w
も
゜
o
o
O
o
o
∨
∨
o
o
拐
…
呂
餌
吋
ω
エ
ロ
゜
や
ω
や
①
゜
　
　
　
　
　
匂
゜
」
目
ω
引
○
①
再
く
o
♪
　
匂
◎
o
N
ρ

　
（
3
）
　
英
、
勺
p
穿
2
＜
°
≦
ぎ
言
（
戸
。
。
鵠
）
N
や
ピ
゜
S
⇔
］
W
°
お
…
○
弩
＜
2
°

　　
∨
N
。
。
戸
も
．
Φ
。
。
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旬
　
掌
捕
さ
れ
た
場
合

　　
フ
ラ
ソ
ス
商
法
で
は
、
目
的
港
封
鎖
の
場
合
に
船
長
は
同
国
の
隣
港
に

　
　
航
行す
べ
き
義
務
を
負
う
（
二
七
九
条
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戦
時
に
お
い
て
中
立
国
船
が
交
戦
国
に
属
す
る
船
荷
を
運
送
し
て
い
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
に
は
、
掌
捕
者
に
対
し
て
船
長
は
運
送
賃
の
全
額
を
請
求
し
う
る
。
そ
の

　
　
　
　⑥

　航
海
が

不
法
又
は

不
可能
に
な
っ
た
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
由
は
、
章
捕
者
の
掌
捕
行
為
は
・
中
立
国
の
船
舶
の
航
海
の
完
了
を
阻
害

　
航
海中
宣
戦
の
布
告
が
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
更
に
航
海
を
行
う
こ
と
が
　
　
す
る
結
果
と
な
り
、
し
か
も
、
掌
捕
は
荷
主
に
対
し
て
船
荷
を
引
渡
し
た
の

不
法
に
な
っ
て
、
途
中
で
船
荷
が
陸
揚
さ
れ
た
場
合
に
、
荷
主
が
運
送
人
の
　
と
同
様
の
効
果
を
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
出
）
そ
の
た

運
送
賃
請
求を
拒
否
し
て
船
荷
を
持
去
っ
た
と
き
は
、
割
合
運
送
賃
の
請
求
　
　
め
に
は
、
そ
の
船
荷
が
戦
時
禁
制
品
で
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

は

認
め

ら
れ
な
い
ぴ
、
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
敵
国
船
が
運
送
し
て
い
た
中
立
国
の
船
荷
を
そ
の
敵
国

又
君
主
の

抑
止

（苫
ω
☆
ぼ
巳
o
（
勺
民
ロ
8
ω
）
に
よ
る
航
海
継
続
の
不
可
畦
船
誓
捕
し
た
義
者
が
、
陸
揚
港
に
運
送
し
て
き
た
場
合
に
は
運
送
賃
を
一

即ち
、
塁
停
止
（
o
日
冨
闘
o
）
、
通
商
禁
止
、
公
用
徴
集
、
法
律
零
に
請
求
レ
つ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
、
た
と
え
陸
揚
港
の
誓
に
運
誉
評
九

よ
る
運
送
継
続
の
慧
．
に
よ
・
て
航
海
が
不
可
能
に
な
・
た
場
合
で
も
・
単
且
荷
主
に
有
利
に
売
却
さ
れ
て
も
割
合
運
誓
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
一

に
そ
の
場
所
で
荷
主
に

船
荷を
引
渡
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、
割
合
運
　
　
　
ど
こ
ろ
が
、
船
舶
と
船
荷
が
一
た
ん
掌
捕
さ
れ
、
後
中
立
国
の
も
の
で
あ

送賃
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
荷
主
が
船
長
に
船
荷
の
引
渡
し
を
　
　
る
こ
と
が
明
か
と
な
り
、
両
方
と
も
釈
放
さ
れ
た
が
船
舶
の
方
は
後
に
な
っ

命じ
、
そ
こ
で
船
荷
を
受
取
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
荷
主
の
行
為
は
自
発
的
　
　
た
の
で
荷
主
が
船
荷
を
他
の
禍
踊
で
陸
揚
港
に
運
送
し
た
場
合
に
は
、
割
合

受
取り
で
あ
る
と
し
て
割
合
運
送
賃
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
運
送
賃
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
。
叉
一
た
ん
掌
捕
さ
れ
た
が
後
に
奪
還
さ
れ
、

（
・
）
英
、
ロ
団
§
古
畳
旦
畠
。
9
子
ま
・
げ
§
察
量
裁
判
所
の
零
に
詰
て
船
荷
が
陸
揚
さ
れ
た
場
A
ロ
に
は
、
運
送
賃
全
額
の

　　
0
9
u
〔
戸
O
屋
〕
輿
・
国
・
O
N
ふ
…
O
恥
H
苫
さ
勺
・
皆
◎
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
求
が
認
め
ら
れ
る
o

　
（
2
）
　
英
、
↓
げ
。
一
・
・
書
6
＝
自
臼
①
8
ぴ
甘
①
（
戸
8
戸
）
ふ
図
。
ず
・
』
・
男
・
ミ
…
》
・
，
　
　
　
最
後
に
、
船
長
が
航
海
申
に
掌
捕
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
、
航
海
を
進

（
㍉
〔
㍉
癖
訟
．
舗
゜
鞭
ゴ
団
器
§
“
妻
ひ
8
墓
め
る
こ
と
を
拒
否
・
、
荷
誘
伺
套
・
に
陸
揚
し
た
場
合
に
は
、
響
運

　　
゜
や
8
…
寓
①
目
工
o
P
∨
鵠
Q
。
引
㊥
ユ
吟
合
碧
白
中
Φ
ω
N
　
　
　
　
　
　
　
　
送
賃
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
　日
本
商
法
は
、
航
海
又
は
運
送
が
不
法
に
な
り
、
契
約
を
解
除
し
た
場
　
　
　
（
1
）
　
英
、
弓
ぴ
0
6
0
需
阜
①
o
。
㊦
ロ
（
昌
8
）
戸
男
o
ぴ
◆
〉
◆
間
゜
淺
O
…
O
①
H
＜
6
さ

　
　
合
には
、
割
合
運
送
賃
の
請
求
を
認
め
る
（
七
六
一
条
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唱
゜
o
o
鵠
゜



（2
）
　
英
、
察
吋
6
ロ
江
ロ
゜
。
（
戸
星
H
閲
。
P
》
°
図
゜
毬
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
出
さ
れ
た
船
荷
の
申
告
に
も
と
つ
い
て
計
算
さ
れ
る
。
し
か
も
、
運
送
人
は

　
（
3
）
　
英
、
↓
冨
≦
ば
穿
巴
旦
ロ
。
国
一
8
目
。
叶
①
・
ω
0
・
男
a
・
8
ぷ
o
．
＃
。
，
　
　
何
時
で
も
包
装
を
と
き
、
船
荷
の
重
量
、
容
積
、
価
額
を
し
ら
べ
る
こ
と
が

（Ω
窃
㍉
謬
∩
°
菖
餐
゜
°
§
　
　
　
　
で
・
る
．
荷
主
の
申
告
が
奏
・
異
り
、
運
誓
を
追
徴
・
2
場
合
は
、

（5
）
　
英
・
弓
庁
o
男
餌
8
■
o
諺
゜
（
】
「
c
o
8
）
ω
P
男
o
ぴ
゜
戸
O
ご
O
巴
く
°
び
　
　
船
荷
の
重
量
、
容
積
、
価
額
を
し
ら
べ
る
た
め
に
生
じ
た
一
切
の
費
用
は
荷

　
唱
゜
°
。
戸
Q
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
の
負
担
と
す
る
。

　
（
6
）
英
、
9
ぴ
q
8
エ
＜
°
O
δ
∪
ロ
σ
q
（
戸
◎
。
H
O
）
N
O
昌
営
・
余
O
…
民
。
ざ
　
　
　
損
害
を
う
け
た
船
荷
に
つ
い
て
も
運
送
賃
全
額
の
支
払
を
要
す
。
運
送
賃

認
駝
は
、
船
禦
捕
獲
さ
れ
た
場
合
藝
運
送
賃
の
藁
を
認
が
前
蔓
は
向
払
で
あ
る
こ
と
を
記
載
這
或
は
意
図
・
れ
た
場
合
で
・
、

　　
め
る
（
七
三
四
・
七
六
〇
条
）
。
　
同
旨
ド
イ
ツ
商
法
（
六
三
二
条
）
・
　
　
　
本
証
券
に
指
定
し
た
陸
揚
港
迄
の
運
送
全
額
は
、
船
荷
が
運
送
人
に
よ
っ
て

　　
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
海
商
法
（
六
六
条
）
、
　
ケ
州
民
商
統
一
法
（
三
四
五
二
　
　
荷
受
さ
れ
た
と
き
に
完
全
に
取
得
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
運
送
人
は
現
実

　
　条
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
支
払
わ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
証
券
に
も
と
づ
き
生
ず
る
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
て
の
運
送
賃
及
び
費
用
を
請
求
し
う
る
し
、
且
つ
船
舶
、
船
荷
の
滅
失
の
如

　
　
　

　
五
　
割
合
運
送
賃
に
関
す
る
特
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
ん
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
受
領
し
申
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
航
海
の
強
　
　
一

　
上

述し
た
よ
う
に
、
英
米
法
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
割
合
運
送
賃
は
認
　
　
制
的
中
絶
叉
は
放
棄
が
あ
る
場
合
は
、
船
荷
の
運
送
は
荷
主
の
危
険
と
費
用
　
η

めら
れ
ず
、
た
だ
、
運
送
さ
れ
た
部
分
に
運
送
賃
を
支
払
う
と
い
う
明
示
的
　
　
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
。
』
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
て
、
割
　
　
一

又
は

黙
示的
の
新
し
い
契
約
が
存
在
す
る
と
き
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
合
運
送
賃
の
請
求
を
認
め
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
運
送
賃
磯
定
取
得
の
特
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　し
か
し
、
黙
示
的
契
約
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
割
合
運
送
賃
　
　
が
な
さ
れ
て
い
る
。

を
支
払
わ
な
い
旨
を
運
送
契
約
又
は
船
荷
証
券
の
約
款
中
に
特
約
す
る
と
き
　
　
　
と
こ
ろ
が
、
た
だ
一
社
割
合
運
送
賃
の
請
求
を
特
約
に
よ
っ
て
認
め
て
い

は
、
割
合
運
送
賃
の
請
求
は
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
例
が
あ
る
。

　反
対
に
、
一
定
の
要
件
が
備
わ
っ
た
と
き
に
割
合
運
送
賃
を
認
め
る
と
特
　
　
　
そ
の
約
款
に
よ
る
と
「
運
送
賃
と
謝
礼
金
は
、
前
払
の
場
合
、
船
積
の
た

約
する
場
合
に
は
、
明
示
的
又
は
黙
示
的
の
新
し
い
契
約
が
存
在
し
な
く
と
　
　
め
に
船
荷
を
荷
受
し
た
と
き
に
取
得
し
た
も
の
と
み
な
し
、
且
船
舶
の
喪
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
、
一
定
の
要
件
さ
え
備
わ
れ
ば
割
合
運
送
賃
を
請
求
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
申
じ
受
け
る
。
向
払
運
送
賃
は
陸
揚
港
に
船
荷
の
到

　と
こ
ろ
で
実
際
界
に
お
い
て
一
般
に
採
用
さ
れ
て
い
る
運
送
賃
約
款
は
　
　
着
し
た
日
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
要
し
、
且
つ
引
渡
し
前
に
、
割
引
な
し
に

『
運
送賃
は
荷
受
さ
れ
た
総
重
量
叉
は
総
容
積
に
も
と
づ
き
、
或
は
運
送
人
　
　
現
金
で
、
，
支
払
が
遅
滞
の
せ
つ
は
、
年
五
分
の
利
息
を
つ
け
て
、
支
払
う
こ

の

選
択
に
よ
っ
て
は
、
現
実
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
総
重
量
又
は
総
容
積
に
も
と
　
　
と
を
要
す
。
船
荷
の
運
送
が
放
棄
さ
れ
、
こ
の
契
約
が
陸
揚
港
到
着
前
に
消

つ
い
て

支
払う
こ
と
を
要
す
。
運
送
賃
は
、
本
証
券
で
、
荷
主
に
よ
っ
て
提
　
　
滅
し
た
場
合
は
、
も
し
向
払
な
ら
ば
、
運
送
賃
は
運
送
の
割
合
に
応
じ
て



Qロ鴇
o
宮
急
o
ロ
δ
登
o
。
p
H
H
汀
σ
q
。
）
支
払
う
こ
と
を
要
す
。
』
と
定
め
て
　
　
国
民
の
特
殊
の
利
益
及
び
た
だ
一
国
民
の
風
俗
の
特
殊
の
影
響
を
う
け
て
規

お
っ
て
、
前
払
運
送
賃
に
つ
い
て
は
確
定
的
に
取
得
す
る
と
し
、
向
払
運
送
　
　
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
』
と
い
っ
た
が
、
ま
さ
し
く
至
言
で
あ
る
。
昔
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

賃
の
と
き
に
は
、
右
の
場
合
に
割
合
運
送
賃
を
請
求
し
う
る
と
す
る
。
　
　
　
　
と
も
あ
れ
、
今
日
の
状
勢
の
下
で
は
も
は
や
こ
の
対
立
は
許
さ
る
べ
き
で
は

　こ
の
よ
う
に
英
米
で
は
、
　
一
般
的
に
割
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以
上
に述
べ
た
よ
う
に
、
最
も
統
一
性
を
必
要
と
す
べ
き
海
商
法
の
領
域

に

お

いて
、
割
合
運
送
賃
に
関
し
て
は
、
英
米
法
と
大
陸
法
と
が
対
立
し
た

立場
に
あ
る
。
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